
笠岡市確認申請等手数料（抜粋） 令和元年10月1日改正

◆建築物（確認申請手数料） （単位：円）

※計画変更申請の基本額は、変更にかかる部分の床面積の二分の一（床面積の増加する部分にあっては，当該増加する部分

の床面積）の面積について算定します。

※移転・大規模の修繕・大規模の模様替え，用途変更については，移転・大規模の修繕・大規模の模様替え・用途変更に係る

部分の床面積の二分の一の面積について算定します。

※計画通知についても上記の手数料を適用します。

◆建築物（完了検査・中間検査申請手数料） （単位：円）

※計画通知についても上記の手数料を適用します。

◆建築設備・工作物（確認申請・完了検査申請手数料） （単位：円）

◆道路位置指定申請手数料 （単位：円）

◆そのたの主たる手数料 （単位：円）

区 分

a：床面積の合計（単位：㎡）

基本額

構造計算書の添付

要しない 要する

建築物

a ≦ 30 6,000 9,000

30 ＜ a ≦ 100 12,000 14,000

100 ＜ a ≦ 200 20,000 22,000

200 ＜ a ≦ 500 28,000 34,000

500 ＜ a ≦ 1,000 51,000

1,000 ＜ a ≦ 2,000 73,000

2,000 ＜ a ≦ 10,000 194,000

10,000 ＜ a ≦ 50,000 338,000

50,000 ＜ a 554,000

区 分

a：床面積の合計（単位：㎡）
中間検査

完了検査

（中間検査無し）

完了検査

（中間検査有り）

建築物

a ≦ 30 11,000 11,000 11,000

30 ＜ a ≦ 100 14,000 15,000 15,000

100 ＜ a ≦ 200 21,000 22,000 21,000

200 ＜ a ≦ 500 31,000 33,000 32,000

500 ＜ a ≦ 1,000 49,000 54,000 51,000

1,000 ＜ a ≦ 2,000 66,000 74,000 70,000

2,000 ＜ a ≦ 10,000 134,000 155,000 149,000

10,000 ＜ a ≦ 50,000 230,000 265,000 258,000

50,000 ＜ a 397,000 453,000 448,000

区 分 確認申請 計画変更 完了検査

昇降機 12,000 7,000 18,000

小荷物専用昇降機 6,000 3,000 11,000

工作物 11,000 6,000 13,000

開発区域の面積 手数料

1,000 ㎡未満 50,000

当 該 条 項 手 数 料 名 称 手数料

建築基準法第 43条第 2項第一号 敷地と道路との関係の建築認定申請手数料 27,000

建築基準法第 43条第 2項第二号 敷地と道路との関係の建築許可申請手数料 33,000

建築基準法第 85条第 5項 仮設興行場等の建築許可申請手数料 120,000


